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はじめに 
近年、ルーブリックは教育における評価を語る上で重要なキーワードであり続けている。ル

ーブリックを旗印に学習評価改革を進める国際的動向は、一まとまりの意味システムとして強

力な磁場を形成している。ルーブリックと称されるものは、その内実（目的・形態・使用法等）

が想像を超えるほどに多様であるが、それがクライテリア（規準）とスタンダード（水準）に

関する言語表現マトリックス（評価基準表）であることは共通する1。ルーブリックに照らし合

わせた教師の質的判断を重視することは、現代における学習評価論の核心的主張の一つである。 

ルーブリックは、個人的な好みや気まぐれに陥りがちである人の質的判断を統制する装置（あ

る種の成文法）として機能する。ルーブリック導入の背景には、教師の質的判断による評価を

重視し推進しつつも、それが独善的で恣意的なものに陥ることなく、透明性や客観性が一定担

保された質的判断を実現しようとする意図がある。ただし、ルーブリックという装置に投げか

けられている期待は、質的判断に基づく学習評価の科学性の向上には留まらない。 

ルーブリックは、学習者に対して評価基準を可視化し共有することを可能にする為に、形成

的アセスメント（フィードフォワードとフィードバック）の効果的・効率的な媒体としても期

待されている（Brookhart, 2013; Andrade et al., 2010）。つまり、 (1) 課題に先立ち重要な評価ク

ライテリアが提示されることで、学習者が課題への取り組みを円滑に進め、(2) 課題返却時に

ルーブリックに基づいて評価判断の理由が示されることで、クライテリアごとに学習者の強み

と弱みが明示され、学習者が自己の学習を調節し改善できると考えられている。 

 こうした学習評価の考え方の理論的構築に貢献した研究者の一人に、ロイス・サドラー（D. 

Royce Sadler, 1943−）の名が挙げられる。国内外で、こうした学習評価の考え方は、氏の「スタ

ンダード準拠評価論」（Sadler, 1987）や「形成的アセスメント論」（Sadler, 1989）を淵源とする

と位置付けられてきた（Brookhart, 2007; Wiliam, 2011; Gipps, 1994; 鈴木, 2013）。それにも関わ

らず、昨今、氏はこうした学習評価論の潮流にラディカルな批判を展開し始めている。 

このパラドキシカルな状況を背景として、石田（2021a, 2021b）は、1980 年代以降の氏の所論

を包括的に分析している。石田（2021a, 2021b）は、氏の学習評価に関する主張の核心が何かを

浮き彫りにし、それを鑑識眼アプローチと位置付けた。総括的アセスメントの視点で、氏が一

貫して論究してきたことは、評価者（教師）の質的判断をどう洗練させ間主観化するか、そし

て、その過程や装置の形態をどう構想するかであった（石田, 2021a）。他方、形成的アセスメン
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トの視点で、氏が一貫して論究してきたことは、学 を導く としての質的判断をいかに

洗練するかであった（石田, 2021b）。評価判断の 為主体が教師か学習者かで なるが、いずれ

も人の質的判断をどう洗練できるのか（質的判断の熟達化）が われている2。氏は鑑識眼を「質

的判断の能力が に 達した形態」と規定しており（Sadler, 2009b, p.57）、この意味で氏の所

論は、鑑識眼アプローチ（熟達した質的判断による学習評価）であり鑑識眼形成論なのである。 

は、氏の所論が鑑識眼アプローチであるという点で石田（2021a, 2021b）と 様の理 に

立つ。石田（2021a, 2021b）では、学習評価の 体的方法論に関する氏の主張の が分析され、

その一貫 と が明 に 理されたが、その主張の基 にどのような考え方があるかは

分に明らかにされなかった。 果として、氏の方法論に関する主張がな そうなるのかという

が されている。そこで は氏の所論の基 にある評価 為の認識論に 点を合わせる。 

の目的は、熟達した質的判断を 心 理とするサドラーの学習評価論の にある認識

や考え方がどのようなものか（氏がどのように質的判断のメカニズムを えるのか）を明らか

にすることである。よって、氏の評価方法論に関する主張がどのような評価の 理的理 に

えられているかが明 となり、氏の主張の意図を に理 することに する。また、この

みは質的判断を 心とする学習評価をどう構想す きかという な いにも示 を える。 
 

 に  
は めに、 1 では、氏の学習評価論の にある認識や考え方の分析に先立って、氏の

研究 を して 理し、氏の学習評価論が対 とする や氏の学 的立場の明 化を

う。この みは、氏の所論の基 の分析する上で 提となる理 を提 する。 
 

 

まず、氏がど なキ リアを み、ど な研究主題に取り組 できたのか 観しよう。氏は、

クイーンズランド 学を （Bachelor in Science; in Education）、ニ ーイン ランド 学で

課程を （Master of Letters in Science, Math）する。1965 年から 2 年間 で理科・ 学

を教え、2 つの 科 学で 学、統 、プロ ラ ン を 6 年間教えた。そして、1973 年、ク

イーンズランド 学で教育評価の 師となる。そこでは、教 課程の教育 定・テスト理論の

を担 し、研究者としては教育研究での統 的 を担 した。このように氏は、理

の から教育実 ・研究に わってきた。 機は、1980 年の 国でのサバティカルである。 

氏は、 ロラド 学 ルダー の ラス（Gene Glass）、イリ イ 学アーバ シ ン ン

のステーク（Robert Stake）の でサバティカル期間を過ごした。この 以降、 らの めも

あって、氏は、実 的・統 的な研究とは を置き、規 的・ 的に教育評価を論究して

いくようになる。6 年間かけ 課程を し、1985 年、 論文 教育評価の理論と実

（Sadler, 1985a）にて、クイーンズランド 学から （PhD in Education）を取 した。 

1985 年には 年間、 学を れクイーンズランド 等教育 評価 に して、

対評価から 対評価へ する ROSBA（Review of School-Based Assessment）改革に 力し、

スタンダード準拠評価論の考え方を提 した。1991 年に リフィス 学に教 （教育学）とし

て 動。2000 年、教 （ 等教育）に 向し リフィス 等教育研究所所 に する。これ

を 機に、 等 等教育 の研究とは を置き 等教育の研究に する。2010 年に
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し、クイーンズランド 学の名 教 に 。以 も、国際学 にて論文 表を続けている。 

以上を まえると、氏は 時代に様 な研究主題に取り組 できたことがわかる。1980 年ま

では、実 的・統 的な教育研究に名を る共 論文が 心である。一方、サバティカル以

降は、実 的・統 的な研究は っていない。1980 年から 85 年に 表された論文は、評価

理やカリキ ラム評価論を研究主題としている。 一の 外は、氏が めて学習評価を論 た

1983 年の論文である（Sadler, 1983）。 論文以降は、もっ ら学習評価論に し、先 し

た 1987 年（スタンダード準拠評価論）、1989 年（形成的アセスメント論）の論考を 表するに

っている。そして、 に 2010 年 から、ルーブリックやフィードバックなど、昨今の学習評

価論の潮流をラディカルに批判する論考を 表していく（Sadler, 2009a, 2010）。氏の学習評価の

方法論に関する主張は 化する 分もあるが、その基 にある考え方や認識は一貫している。

では、こうした氏の学習評価論の基 にある一貫した考え方や認識に 点を合わせていく。 
 

 

に、氏の学習評価論が、どのような学習・教育文 を想定して論 られたものなのか 認

しよう。1983 年以 、氏の学習評価論は、 で な認 能力を育成する文 を対 として

おり、そのような文 における質的判断の熟達化が論究の主題となっている。このような教育

文 の評価では、質的判断が 的に められることになる。氏の言 を用いてこのパラダイ

ムを表現すれ 、それは、(1) 一意に しい が しない 的課題（divergent task）に取

り組 文 であり、(2)統合や といった で の認 過程の が められる（ 識や

スキルを統合的に 用して 張的なパフォーマンスを み す）文 であり、(3) 多様な 多重

の クライテリア（multiple criteria）が に み合う質的判断が められる文 である。この

ような氏の学習評価論の対 は、熟達者研究・ 研究が対 としている 識観と 性が

い。実際、氏の学習評価論は、1987 年と 1989 年の論文を いて、もっ ら 等教育や

教育に向けて かれている。ただし、こうした で な学習文 は、 等教育を づけ

るものであるが、 等教育以外の教育 （ 、 等、 等教育）でも重視されているもの

である。ここで 意す きことは、氏の所論の対 が「学習内 が である文 」ではない

ということである。この文 規定の 質は、「認 的な や 性」に関わる 題である。 

  

氏は、質的判断による学習評価という立場を取る であるが、この立場はどのような学 的

構図に由 するのか4。 れ 、それはカリキ ラム評価を論 た 論文での言明に る。 

まず、1970 年代以 の教育評価論は、明 さ、客観性、効率性を重視する 的なパラ

ダイムが 的だった。 な合理主 に 付けられるこのパラダイムは、教育 定をその

主な 先とする。これに対する批判が 化する で、1970 年代 から人 学や 学にルー

を つ しいパラダイムが 場した。このパラダイムは、評価を 明や として する

ことに 付けられる。この対立構図に対して氏は、教育という みの 性、 定性、

性などから 者を したが、 時に 者も 定した。というのも氏は、カリキ ラム評価、

学習評価であ うと評価とは価 判断であると明言し、価 判断としての評価の立場を取るか

らである。氏は、 え パー ット（Malcolm Parlett）や ルトン（David Hamilton）らを

トの視点で、氏が一貫して論究してきたことは、学 を導く としての質的判断をいかに

洗練するかであった（石田, 2021b）。評価判断の 為主体が教師か学習者かで なるが、いずれ

も人の質的判断をどう洗練できるのか（質的判断の熟達化）が われている2。氏は鑑識眼を「質

的判断の能力が に 達した形態」と規定しており（Sadler, 2009b, p.57）、この意味で氏の所

論は、鑑識眼アプローチ（熟達した質的判断による学習評価）であり鑑識眼形成論なのである。 

は、氏の所論が鑑識眼アプローチであるという点で石田（2021a, 2021b）と 様の理 に

立つ。石田（2021a, 2021b）では、学習評価の 体的方法論に関する氏の主張の が分析され、

その一貫 と が明 に 理されたが、その主張の基 にどのような考え方があるかは

分に明らかにされなかった。 果として、氏の方法論に関する主張がな そうなるのかという

が されている。そこで は氏の所論の基 にある評価 為の認識論に 点を合わせる。 

の目的は、熟達した質的判断を 心 理とするサドラーの学習評価論の にある認識

や考え方がどのようなものか（氏がどのように質的判断のメカニズムを えるのか）を明らか

にすることである。よって、氏の評価方法論に関する主張がどのような評価の 理的理 に

えられているかが明 となり、氏の主張の意図を に理 することに する。また、この

みは質的判断を 心とする学習評価をどう構想す きかという な いにも示 を える。 
 

 に  
は めに、 1 では、氏の学習評価論の にある認識や考え方の分析に先立って、氏の

研究 を して 理し、氏の学習評価論が対 とする や氏の学 的立場の明 化を

う。この みは、氏の所論の基 の分析する上で 提となる理 を提 する。 
 

 

まず、氏がど なキ リアを み、ど な研究主題に取り組 できたのか 観しよう。氏は、

クイーンズランド 学を （Bachelor in Science; in Education）、ニ ーイン ランド 学で

課程を （Master of Letters in Science, Math）する。1965 年から 2 年間 で理科・ 学

を教え、2 つの 科 学で 学、統 、プロ ラ ン を 6 年間教えた。そして、1973 年、ク

イーンズランド 学で教育評価の 師となる。そこでは、教 課程の教育 定・テスト理論の

を担 し、研究者としては教育研究での統 的 を担 した。このように氏は、理

の から教育実 ・研究に わってきた。 機は、1980 年の 国でのサバティカルである。 

氏は、 ロラド 学 ルダー の ラス（Gene Glass）、イリ イ 学アーバ シ ン ン

のステーク（Robert Stake）の でサバティカル期間を過ごした。この 以降、 らの めも

あって、氏は、実 的・統 的な研究とは を置き、規 的・ 的に教育評価を論究して

いくようになる。6 年間かけ 課程を し、1985 年、 論文 教育評価の理論と実

（Sadler, 1985a）にて、クイーンズランド 学から （PhD in Education）を取 した。 

1985 年には 年間、 学を れクイーンズランド 等教育 評価 に して、

対評価から 対評価へ する ROSBA（Review of School-Based Assessment）改革に 力し、

スタンダード準拠評価論の考え方を提 した。1991 年に リフィス 学に教 （教育学）とし

て 動。2000 年、教 （ 等教育）に 向し リフィス 等教育研究所所 に する。これ

を 機に、 等 等教育 の研究とは を置き 等教育の研究に する。2010 年に
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き合いに、 者は価 判断を する 向があり 判断的だと批判した（Sadler, 1981b）。そこ

で、氏は、上 2 つの立場に対する ルタ ティブとして、人の質的判断を 心とする評価の

あり方を論究したのである。氏は 論文の きで、このような自 の立場が評価において

価 判断することを強く めたスクリ ン（Michael Scriven）と一 すると 言している。 

スクリ ンは、「 いものは い、 いものは い、それを めるのが評価者の だ」

（Scriven, 1986, p.19）と、価 を認めない評価は評価ではないと断言する。スクリ ンの評

価論の 質は、プロ ラムの価 （「 い」か「 い」か）を 一の価 判断で 定することで

ある（Saddish et al., 1991; Christie et al., 2013）。また、スクリ ンは、評価者の の は、

意 定者に に を提 し「（ 的な判断の） を に する」ことだと

し（Scriven, 1983, p.248）、この は 判断的な評価を批判する点、評価者の質的な価 判断

を重視する点でサドラーと を一にする。ただ、 論文以降、氏の所論に対するスクリ

ンの は 定的である。というのも、スクリ ンの 味が主にプロ ラム評価や 評価

にあるのに対し、氏の関心は学習評価論にあるからである。ただ、氏が評価において価 判断、

質的判断を重視する立場を取ることは、このカリキ ラム評価論の 論に由 するのである。 

  

では、氏の所論を鑑識眼アプローチと位置付けたが、 様に鑑識眼という言 を用いて

教育における評価を論 た研究者に、アイス ー（Elliot Eisner）がいる。では、アイス ーと

サドラーの立場の は何か。アイス ーは、教育的鑑識眼と教育批評という を 張する

ことで教育評価を論 た（Eisner, 1976）。アイス ーが鑑識眼 のルー を った論考（Eisner, 

2004）を てみると、アイス ーの所論は 鑑 の文 に っているものの、鑑識眼の 理

という ではサドラーとアイス ーの間に明 な はあまりないことが分かる。 し 者

の いは、鑑識眼を 使する対 や目的という点に せると言える。アイス ーは、教育実

という み（学 、カリキ ラム、 等）の価 や質を 取 うとするのに対し、サドラ

ーが鑑識眼 使の対 とするのは、学習評価における課題成果 の質についてである。 

この 者の は、鑑識眼を調 するキ リブ ーシ ン 基準合わせ （calibration）の過

程を重視するか かという点に 実に立ち現れる。アイス ーは、鑑識眼を 使する際に、

評価者の質的判断を調 せよとは論 ない。 し 個 人が自らの鑑識眼を 使し、教育の価

や質を く認識することを重視しているように われる。他方、サドラーは、その所論が

学習評価を想定していることもあり、評価が主観に しつつも、その評価が他の評価者のそ

れと 可能であることを目 している（Sadler, 2013）。言い えれ 、キ リブ ートされた

なる教師が、 様の質的判断を すことを理想とするのである（間主観性の達成）。つまり、

教育実 の多 的な価 や質の さ、 がりを 取ることに関心を せるのがアイス ーで

あり、評価者の質的判断をキ リブ ートし、学習成果 の質がスタンダード（規定された質

の水準）を たしているか かを判断することに関心を せるのがサドラーなのである。 

以上、 1 では氏の所論が (1)価 判断としての評価、質的判断としての評価という立場

を取り、(2) で な教育・学習文 での学習評価論に 点を合わせ、(3)評価の間主観性を

達成する為に、評価者のキ リブ ーシ ンを める立場を取ることを 認した。では、こう

した熟達した質的判断（鑑識眼）による学習評価のメカニズムを氏はどう体 的に論 るのか。 
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に、 2 では、サドラーが質的判断のメカニズムをどう体 的に えているのか、氏の

主要 （評価を論 る際の 有の 装置、 方・考え方）を し していく。氏の

装置を らかにすることで、鑑識眼のメカニズム（ 3 ）が 明可能となる。また、この

みは、氏が鑑識眼の 使を可能にする評価熟達 をどう えているかの理 も提 する。 
 

 

氏は、質的判断とは、人の によって 的に為されるものであり、 によって 用

される 続きに 化できないものと定 する（Sadler, 1987, 1989）。そして、この質的判断の

能力が に 達した形態が鑑識眼となる。氏は、質的判断という 為のメカニズムをスタン

ダードとクライテリアという 2 つの で 明する。つまり、氏はクライテリアとスタンダー

ド、それらの 関 について論究を めることで質的判断のメカニズムを しようとする。 

ここでいう、クライテリアとは、あるものの質の し しを評価するときの、 ・ ・

観点のことを す。他方、スタンダードは、あるものの質がどの程 れているか、すなわち、

質の水準や ルを す（Sadler, 1987）。すなわち、スタンダードは、質の し しに関する

（ を表現する）であり、クライテリアの多様さは、質の水 的な がり（多様なバリ

ーシ ン）を表現するものであると言える。このような と水 で構成される質の

間に照らし合わされて、質的判断は われるのである。言い えれ 、この質の

間の がより洗練され かなものになることによって（スタンダードやクライテリアに対す

る 淵な理 を ることによって）より い質的判断が可能となると、氏は考えるのである。 
 

 

 まず、スタンダードについての氏の え方をみていこう。「評価（evaluation）とは、基 的

に質や価 についての判断である。 何かが いと れるに するなら 、それは一

のクライテリアが、その文 の で いものとは何かの な定 として認められており、対

がそのクライテリアにおいて の強さや ルのパフォーマンスを示すからである。

に 対的判断は、関 する における 照 定点（fixed points of reference）であるスタンダ

ードを 提とする」（Sadler, 1985b, p.285）。「スタンダードは質の 続体の（ 意に 定された）

定された り（partitions）に 用される 識と考えることができる」（Sadler, 2010, p. 546）。 

 は に  

このように氏は、スタンダードを質の 続体の の りと考える為、質 を氏がどう

えるのかが要点となる。「質とは、意図した目的を達成する為に、 体として がどう構成

されているのかの 合いを意味する。 な現 が評価される時、質は構成要 の 定の

の合 ではなく、 ンフィ ーシ ン（Kaplan, 1964）として 定されることが多い。

多くの場合、質の 定では、多様なクライテリアを 関させて 時に 用する、す てを

考 した リスティックな判断が 要となる」（Sadler, 2010, p.544）。「このアプローチでは、

に分化されたクライテリアがある種の シ タルトとして 合され、フォーマルな規 で

はなく評価者の の統合力によって、 一の に投 される」（Sadler, 1989. p.132）。このよ

うに氏は、質とは対 の 体的な えであり、 リスティックに認識されるものとする。 

き合いに、 者は価 判断を する 向があり 判断的だと批判した（Sadler, 1981b）。そこ

で、氏は、上 2 つの立場に対する ルタ ティブとして、人の質的判断を 心とする評価の

あり方を論究したのである。氏は 論文の きで、このような自 の立場が評価において

価 判断することを強く めたスクリ ン（Michael Scriven）と一 すると 言している。 

スクリ ンは、「 いものは い、 いものは い、それを めるのが評価者の だ」

（Scriven, 1986, p.19）と、価 を認めない評価は評価ではないと断言する。スクリ ンの評

価論の 質は、プロ ラムの価 （「 い」か「 い」か）を 一の価 判断で 定することで

ある（Saddish et al., 1991; Christie et al., 2013）。また、スクリ ンは、評価者の の は、

意 定者に に を提 し「（ 的な判断の） を に する」ことだと

し（Scriven, 1983, p.248）、この は 判断的な評価を批判する点、評価者の質的な価 判断

を重視する点でサドラーと を一にする。ただ、 論文以降、氏の所論に対するスクリ

ンの は 定的である。というのも、スクリ ンの 味が主にプロ ラム評価や 評価

にあるのに対し、氏の関心は学習評価論にあるからである。ただ、氏が評価において価 判断、

質的判断を重視する立場を取ることは、このカリキ ラム評価論の 論に由 するのである。 

  

では、氏の所論を鑑識眼アプローチと位置付けたが、 様に鑑識眼という言 を用いて

教育における評価を論 た研究者に、アイス ー（Elliot Eisner）がいる。では、アイス ーと

サドラーの立場の は何か。アイス ーは、教育的鑑識眼と教育批評という を 張する

ことで教育評価を論 た（Eisner, 1976）。アイス ーが鑑識眼 のルー を った論考（Eisner, 

2004）を てみると、アイス ーの所論は 鑑 の文 に っているものの、鑑識眼の 理

という ではサドラーとアイス ーの間に明 な はあまりないことが分かる。 し 者

の いは、鑑識眼を 使する対 や目的という点に せると言える。アイス ーは、教育実

という み（学 、カリキ ラム、 等）の価 や質を 取 うとするのに対し、サドラ

ーが鑑識眼 使の対 とするのは、学習評価における課題成果 の質についてである。 

この 者の は、鑑識眼を調 するキ リブ ーシ ン 基準合わせ （calibration）の過

程を重視するか かという点に 実に立ち現れる。アイス ーは、鑑識眼を 使する際に、

評価者の質的判断を調 せよとは論 ない。 し 個 人が自らの鑑識眼を 使し、教育の価

や質を く認識することを重視しているように われる。他方、サドラーは、その所論が

学習評価を想定していることもあり、評価が主観に しつつも、その評価が他の評価者のそ

れと 可能であることを目 している（Sadler, 2013）。言い えれ 、キ リブ ートされた

なる教師が、 様の質的判断を すことを理想とするのである（間主観性の達成）。つまり、

教育実 の多 的な価 や質の さ、 がりを 取ることに関心を せるのがアイス ーで

あり、評価者の質的判断をキ リブ ートし、学習成果 の質がスタンダード（規定された質

の水準）を たしているか かを判断することに関心を せるのがサドラーなのである。 

以上、 1 では氏の所論が (1)価 判断としての評価、質的判断としての評価という立場

を取り、(2) で な教育・学習文 での学習評価論に 点を合わせ、(3)評価の間主観性を

達成する為に、評価者のキ リブ ーシ ンを める立場を取ることを 認した。では、こう

した熟達した質的判断（鑑識眼）による学習評価のメカニズムを氏はどう体 的に論 るのか。 
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は に   

 対的な価 判断（ある の での ）ではなく、 対的な価 判断を う場合、いく

つかのスタンダード（質の水準の 定点）を規定し共有することが 要になる。では、どのよ

うにスタンダードを規定し共有化できるのか。氏によれ 、評価で用いられるクライテリアが

シ ープなクライテリアのみである場合、構成 や が に定 できるため、スタンダ

ードを明示し共有することは である。他方、フ ーなクライテリアが重要となる評価

為では、それはたちまち なものとなる（Sadler, 1982, 1987, 2014）。 

 ここでいう、シ ープなクライテリアとは、ある状態から の状態への 続的な を

み ち、合意された 体 を 提とするものを す。合意された 体 とは、 え 、

学における 理 といったものである。この も な形は、 分法で表現される（ な

で評価される）。他方、フ ーなクライテリアは、ある状態から の状態への ラデーシ

ンを内 するもので、その意味を理 する上で、実 の 示対 を 提とするものを す。

え 、 論文での 一貫性や 性などがこれにあたる。フ ーなクライテリアは、

で評価できず、どの程 れているのかは 続的に現れる。また、これらは合意された

体 を たない為、それが何を意味するか言 で 定的に定 できず、その質の程 （スタン

ダード）は、 体 の提示や言 がなけれ 達できない。「フ ーなクライテリ ンとは、

文 から独立して 対的で明 な意味を たない言語表現で示される、 的で観 的な構成

である」（Sadler, 1989 p.124）。定 上、質的判断はフ ーなクライテリアが ず関 する。 

 フ ーなクライテリアを う評価でスタンダードを明示しようとする場合、 まかに、「言

語表現の成文化」と「 体 の 合」という つのアプローチが みられるという。 者の

方法では、あるスタンダードを文 によって に することが目 される（スタンダ

ードの明文的定 ）。この みは、あるスタンダードが有する一 的 を言 で構成しようと

するものである。これはスタンダードを客観化する みであるが、フ ーなクライテリアは、

実 によってのみ定 することが可能なために、 な明示的定 は、 理的に構成するこ

とができない。他方、 者の方法は、ある質 ルの 的な や 体 の 合によって、

ある 定のスタンダードを 定しようとするものである。この みでは、 体的 をみる

を共有することで、質の水準の共通理 を達成しようとする。しかし、 のクライテリア

が に み合う場合、 ない ではスタンダードを に定 できず、多くの を

要とする。氏はこの 者のアプローチの考え方（言語表現と 体 の表現）を 的に用いる

ことで、スタンダードを規定し共有することが可能になると考えている5。言語形 の共有と

の共有を組み合わせることで、言 にならない の 識が 達される可能性がある。 

 

 に、質的判断におけるクライテリアの性質と機能についての氏の え方をみていこう。な

お、以 と の 論は、クライテリアの性質に関する 的な理 である。他方、 の 論

は、 と の認識を し、質的判断のメカニズムを 明する際に導入される 装置である。 

 

氏は、クライテリアの 的な源 をどう理 しているか。氏は、デ ーイ（John Dewey）

の の言 を 用する。価 付け（valuation）は、「 動の 時的かつ 明 可能な と、
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の 性の 合理的 分から する」（Dewey, 1939, p.18）。「人は えず価 づけを っている。

これは、さらなる価 づけの と価 づけの一 理論のための主要 を提 する」（p.58）。サ

ドラーはこう 明する。「言い えれ 、理由ではなく認識が 一の評価 為であり、いかなるク

ライテリアにも先立つ。 の質は、 れているか しいかのルールが明 に定まる に、 れ

ている、 しいと認識されることが多い。 クライテリアは、すでに われた判断を り返

り合理化する過程の一 として 成される。この意味で、クライテリアの 源は は 明的で

ある。しかし、過 と の評価の間に立つとき、クライテリアは規 的に機能し始める」（Sadler, 

1985b, p. 291）。つまり、 源的には、認識するということが 一の評価 為であり、認識がそ 

の 明 拠であるクライテリアに先立つというのである。氏は、これをクライテリアの「 成

理（emergent principle）」と 。そして、質的判断を 化する過程でクライテリアへの言

が われると、(1) 他者に自 の質的判断への 意を めることができ、(2) 以 の評価 為

で、言 されたクライテリアに 意を向けることが されるという（クライテリアの規 化）。 

成 理が示 することは何か。「学 的 の質を評価する際に使用す きクライテリア

をす て に 定することは可能か。もし 成 理が け入れられれ 、 えは 定的にな

ら るを ない。より多くのクライテリアが 動される、される き可能性、 しく 現する

可能性が にある為、クライテリアのリストは 的ではない」（Sadler, 1983, p.66）。ただ、氏

はこうも する。「ここでの 論はクライテリアを め 定す きではないということでは

ない。評価が始まるためには、いくつかの基 的な関心が 要である。 に、いくつか

のクライテリアは 定的に えることができる。 ただし、 に 定された のみに

照 を制 するのは間 いである」（Sadler, 1985b, p.294）。この は、カリキ ラム評価の

論で為されたが、学習評価でも 様である。要は、評価 組みを規定する きな価 体 とし

てのクライテリア（ 組みとしての価 ）は 要だが、価 判断で 照するクライテリア（

照 としての価 ）は、 定す きではない（開 的にす き）ということである6。 

 

このように様 な 合いのクライテリアがあるが、氏は、クライテリアを 構 として

理 する。「クライテリアを 理する一つの方法として、 構 がある。一 的に、 意の

えられたクライテリ ンは、より のクライテリ ンの構成要 として（ を上げる）、また

は、いくつかのより のクライテリアという視点で表現できる」（Sadler, 1985b, p.286）。氏は、

位 のクライテリアを 定することは、 ではなく の 題であるとする。他方、その

クライテリアにな 価 があるのかを うことで、上位 のクライテリアが明らかになる。上

位 のクライテリアを い続けると、クライテリアは に 的となる。ただし、上位

のクライテリアは に い続けられるのではなく、ある種の として「 理的価

（axiological values）」を 用・ しなけれ ならない。氏は、 イダー（Zdzisław Najder）の

言 を りて、このようなクライテリアを 理的価 と （Najder, 1975）。 理的価 は、

に 的である為、その内実が 定である り 人に対して 的な 力を有する。ただ、

位 のクライテリア が 定されると、その意味が 体的となる為たちまち論 的となる。 

氏は、 位 のクライテリアを 定する実 上の意 を、以 のように 明する。(1)意味の

明 化と ニ ーシ ンに 立つ。つまり、評価における意 の 一 の理由を るための

は に   

 対的な価 判断（ある の での ）ではなく、 対的な価 判断を う場合、いく

つかのスタンダード（質の水準の 定点）を規定し共有することが 要になる。では、どのよ

うにスタンダードを規定し共有化できるのか。氏によれ 、評価で用いられるクライテリアが

シ ープなクライテリアのみである場合、構成 や が に定 できるため、スタンダ

ードを明示し共有することは である。他方、フ ーなクライテリアが重要となる評価

為では、それはたちまち なものとなる（Sadler, 1982, 1987, 2014）。 

 ここでいう、シ ープなクライテリアとは、ある状態から の状態への 続的な を

み ち、合意された 体 を 提とするものを す。合意された 体 とは、 え 、

学における 理 といったものである。この も な形は、 分法で表現される（ な

で評価される）。他方、フ ーなクライテリアは、ある状態から の状態への ラデーシ

ンを内 するもので、その意味を理 する上で、実 の 示対 を 提とするものを す。

え 、 論文での 一貫性や 性などがこれにあたる。フ ーなクライテリアは、

で評価できず、どの程 れているのかは 続的に現れる。また、これらは合意された

体 を たない為、それが何を意味するか言 で 定的に定 できず、その質の程 （スタン

ダード）は、 体 の提示や言 がなけれ 達できない。「フ ーなクライテリ ンとは、

文 から独立して 対的で明 な意味を たない言語表現で示される、 的で観 的な構成

である」（Sadler, 1989 p.124）。定 上、質的判断はフ ーなクライテリアが ず関 する。 

 フ ーなクライテリアを う評価でスタンダードを明示しようとする場合、 まかに、「言

語表現の成文化」と「 体 の 合」という つのアプローチが みられるという。 者の

方法では、あるスタンダードを文 によって に することが目 される（スタンダ

ードの明文的定 ）。この みは、あるスタンダードが有する一 的 を言 で構成しようと

するものである。これはスタンダードを客観化する みであるが、フ ーなクライテリアは、

実 によってのみ定 することが可能なために、 な明示的定 は、 理的に構成するこ

とができない。他方、 者の方法は、ある質 ルの 的な や 体 の 合によって、

ある 定のスタンダードを 定しようとするものである。この みでは、 体的 をみる

を共有することで、質の水準の共通理 を達成しようとする。しかし、 のクライテリア

が に み合う場合、 ない ではスタンダードを に定 できず、多くの を

要とする。氏はこの 者のアプローチの考え方（言語表現と 体 の表現）を 的に用いる

ことで、スタンダードを規定し共有することが可能になると考えている5。言語形 の共有と

の共有を組み合わせることで、言 にならない の 識が 達される可能性がある。 

 

 に、質的判断におけるクライテリアの性質と機能についての氏の え方をみていこう。な

お、以 と の 論は、クライテリアの性質に関する 的な理 である。他方、 の 論

は、 と の認識を し、質的判断のメカニズムを 明する際に導入される 装置である。 

 

氏は、クライテリアの 的な源 をどう理 しているか。氏は、デ ーイ（John Dewey）

の の言 を 用する。価 付け（valuation）は、「 動の 時的かつ 明 可能な と、
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組みを提 する（ただし、 位クライテリアが になりす る場合、 体的な評価を う）。

(2) 位 のクライテリアは判断プロセスを 化する。ある 分要 の判断に 定することで、

価 の主張が となる（ただし、 定 分の判断は 体に対する評価ではない）。(3) 構 が

クライテリア の り合い（trade off）の 組みを提 する。「上位 のクライテリアは 位

のクライテリアの調 ・合成 として機能する。それ れが 定された の過 な な判

断は、 要に 、自由に きほぐせるより の な判断に置 できる（Sadler, 1985b, p.290）。 

 氏は、(3)のように、あるクライテリアの を要 し 化するクライテリアを、メタ・ク

ライテリアと 。「 え 、ある 論を展開する際に、論理的な が まっているとする。

状況によっては 力が 先され、 的な論理展開を一時的に 断することが

化される場合がある。より 先 位の いクライテリアを 動させる 要があるこの状況は、

す ての価 づけに付 する判断の 可 な の一 である」（Sadler, 1983, p.68）。このメタ・

クライテリアの考え方は、 する 的クライテリアの考え方とも に ついている7。 

 

と の認識を して、質的判断のメカニズムを 明する際に、氏は「 的クライテリ

ア（manifest criteria）」と「 的クライテリア（latent criteria）」という 装置を ち す。

的クライテリアとは、評価 為で明示的・意識的に用いられるクライテリアである。他方、

的なクライテリアは、評価者の から するパフォーマンスがある場 に、 要に

て 動化されるものである。通 、 的クライテリアは評価者が意識しないままに の

で たわっている。評価 為において 目す き質を認識し、これが き となって 化す

る。一 に 化できるクライテリアの は られるため、評価の な過程では、 的な

ものが 化され、 化されたものが 的となるという過程が の で り げられる。

「 的なクライテリアに対して重 な があるときは、教師は、いつでもそれを だし

て、 的クライテリアの 合に（ なくとも一時的に） できる。これは、力 ある教師

がクライテリアの なセットの 識と（ かれていない）ルールの な 識を つことで

可能になる。」（Sadler, 1989, p.134）。「 的から 的クライテリアの は、 なもの

と される きではなく、 的かつ に なものと される きである。  

的なクライテリアに対する は 用されてはならない」（Sadler, 1983, pp.72-73）。 

 的・ 的クライテリアの つの を想定することは、 と で 明した氏の認識と

に関 する。氏は、質的判断において 的クライテリアと 的クライテリアの 者が

重要な を果たすと考えている。 者を考えることで、(1) 定的な明示化されたクライ

テリアがあくまで 分的で であること、(2)場合によっては「 成クライテリア」が 要

になること（ 的クライテリアの 動化）、(3)明示されたクライテリアを な 為として

させる 要があること等、質的判断の なメカニズムを 明可能なものとするのである。 
 

 に  
3 では、以上の 装置を まえ(1)氏の鑑識眼 の え方はどのようなものか、(2)そ

れがどのような評価方法に関する主張に がるのか する。 論が示す通り、これらは氏の

所論の基 にある ランニー（Michael Polanyi）の認識論を 照することで明 に 明される。 
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熟達した質的判断を う（鑑識眼を 使する）際には、多様なクライテリアを自 に りな

がら、質の程 （どのスタンダードを たすか）を 味していくことになる。この過程を、氏

は のように 明する。「評価者は、は めに、 の個 的な質ではなく 体的な質に 点を

合わせる 向がある。とりわけ、 景化（より 所的でクライテリアに られたもの）と 景

化（より 体的で開 的なもの）の間で視 を自 に り えるように、評価者は 体的な

性と個 的な 性の間で 点を り える。 い視 を つことで、対 を総体的に るこ

とができ、よりリアリズムを ることができる。他方、さらなる さを するために判

断をより さな要 に分けていくが、その際に るアト ズムを 制しようとする」（Sadler, 

2009b, p. 57）。こうした熟達した質的判断の を、氏はデ アル評価ア ンダ（dual evaluative 

agenda）と 。これは、 体的な様 に対する視点とある 定のクライテリアの質への 所

的な視点を自由に り えながら質を 定める であり、鑑識眼 使の重要な である。 

 氏は、このような が、質、スタンダード、クライテリアに対する 淵な理 とそれらを

る に えられているとする。ここでいう とは、質を 定める際に、様 なクラ

イテリアを自由自 に るような 体化された のようなものである。力 ある評価者

はある種 意識的に、言い えれ の導きの で、ある対 の質を 定める上で重要な
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クライテリア間の り合いをつける為に、メタ・クライテリアを 使し、あるクライテリアを

上位 のクライテリアを 照して置 するといったことができなけれ ならないのである。 
 

 

サドラーは、自 の所論に も を えた人 として ランニーの名を挙げている。 者

の所論を ると、サドラーが ランニーの の構 的理 （ 点的 と 、

的 と近 ）を 用して、質的判断の を理 していることが浮き彫りになる。  
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ての包括的 体である。人は、 目を 的に することによって、それを がかりに包

括的 体を理 する。 え 、 で を つという 為を き合いに せ 、 の に
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断は、 要に 、自由に きほぐせるより の な判断に置 できる（Sadler, 1985b, p.290）。 

 氏は、(3)のように、あるクライテリアの を要 し 化するクライテリアを、メタ・ク
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状況によっては 力が 先され、 的な論理展開を一時的に 断することが

化される場合がある。より 先 位の いクライテリアを 動させる 要があるこの状況は、

す ての価 づけに付 する判断の 可 な の一 である」（Sadler, 1983, p.68）。このメタ・

クライテリアの考え方は、 する 的クライテリアの考え方とも に ついている7。 

 

と の認識を して、質的判断のメカニズムを 明する際に、氏は「 的クライテリ

ア（manifest criteria）」と「 的クライテリア（latent criteria）」という 装置を ち す。

的クライテリアとは、評価 為で明示的・意識的に用いられるクライテリアである。他方、

的なクライテリアは、評価者の から するパフォーマンスがある場 に、 要に

て 動化されるものである。通 、 的クライテリアは評価者が意識しないままに の

で たわっている。評価 為において 目す き質を認識し、これが き となって 化す

る。一 に 化できるクライテリアの は られるため、評価の な過程では、 的な

ものが 化され、 化されたものが 的となるという過程が の で り げられる。

「 的なクライテリアに対して重 な があるときは、教師は、いつでもそれを だし

て、 的クライテリアの 合に（ なくとも一時的に） できる。これは、力 ある教師

がクライテリアの なセットの 識と（ かれていない）ルールの な 識を つことで

可能になる。」（Sadler, 1989, p.134）。「 的から 的クライテリアの は、 なもの

と される きではなく、 的かつ に なものと される きである。  

的なクライテリアに対する は 用されてはならない」（Sadler, 1983, pp.72-73）。 

 的・ 的クライテリアの つの を想定することは、 と で 明した氏の認識と

に関 する。氏は、質的判断において 的クライテリアと 的クライテリアの 者が

重要な を果たすと考えている。 者を考えることで、(1) 定的な明示化されたクライ

テリアがあくまで 分的で であること、(2)場合によっては「 成クライテリア」が 要

になること（ 的クライテリアの 動化）、(3)明示されたクライテリアを な 為として

させる 要があること等、質的判断の なメカニズムを 明可能なものとするのである。 
 

 に  
3 では、以上の 装置を まえ(1)氏の鑑識眼 の え方はどのようなものか、(2)そ

れがどのような評価方法に関する主張に がるのか する。 論が示す通り、これらは氏の

所論の基 にある ランニー（Michael Polanyi）の認識論を 照することで明 に 明される。 
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ある」（p.53）。近 としての 目が 体化される（ 的に される）ことで、 意識的

に（ の導きで）それらが され、 としての 点的 が可能となるのである。 

この ランニーの 論を まえて、氏の所論を と何が えてくるか。氏は、質を認識す

る 為をこの ランニーの 組みで理 している。クライテリア（ 分的な質）は、 的

する 目であり、 としての 点的 は、ある評価対 の質 体なのである。氏

は、質的判断においてクライテリアを 体化した と化す（ 的に する）ことで、質

という包括的 体を認識できると考える。なお、 に言え クライテリアというのは で

あってそれを ることはできず、あるクライテリアにおける質（ 分的な質）を する。 

 さて、 体的な質に対する視点とある 定のクライテリアの質に対する 所的な視点を り

えながら質を 定める が重要になる であるが、この際 ていることは近 と

との動的な 化である。つまり、あるクライテリアにおける 分的な質への 点化は、近

として されていたものを として する 為である（ もありうる）。様 な の

質を えようとする 為、すなわち、近 と の自 にシフトできることがデ アル評

価ア ンダの と言える。この際、どのクライテリアに 点を合わせるかということにおい

て、 が重要な きをする（ 点化す きクライテリアは対 ごとに なる8）。こうした

は かな 的クライテリアの を つことで可能となる。なお、近 が透明化する

のは、あくまで との関 においてである。 え 、 体に 点を向けることもある

や 体に 点を向けることもでき、何が近 ・ となるかは状況によって定まる。 
 

 

 以上の鑑識眼の を、氏はどう形成できると考えるのか。氏が鑑識眼の洗練とキ リブ

ーシ ンの過程で強調することは、言語表現や 示 きで えることではなく、 体的な

を実際に するという を重 ることである。氏の所論ではその を意図的・体 的に

組 することが目 されている。 を共有することで、言語表現が明 なものとなり、また、

言 にならない の 識も 達されうるのである。氏は評価者の質的判断を外化されたスタ

ンダード（ある種の 準 ）による なキ リブ ートを めるが（間主観性の 立）、その

過程ではルーブリック（あるスタンダードの一 的 の ）ではなく、あるスタンダード

の （それ れに論拠 明が付 ）という外化形 を用いることを主張している9。ま

た、学習者が評価 キスパティーズ 評価熟達 （evaluative expertise）を く過程では、フィ

ードバックやフィードフォワード「 えること（as telling）」でなく、熟達者の導きの で わ

れる な評価 に するという、ある種 制的で 的な過程を重視している。 

このような氏の立場は ランニーと を一にする。 ランニーはこう する。「 に規定

する（ する、 定する、specify）ことのできない は、 示 きで 達することは 可

能だ――その 示 きが しないのだから。それはただ師 から への 示としてのみ

えることができる」（ ランニー, 1985, p. 49）。「鑑識眼は、 能と く、ただ 示―― 示

きではなく――によってのみ 達可能である」（p.51）、「師 を 、その 示を にしてその

力を することによって は 意識に の規 を――師 自 にも明示的には られて

いないものも めて―― り すのだ」（p.50）。氏は、質的判断を洗練、キ リブ ートする装
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置として、ルーブリックの 用を 定するが、 ランニーの言 を りれ 、ルーブリックは

いわ る評価 の 示 きという である。この 論の背 には、 の構 的な いという論

点がある。 ランニーはこう する。 の 使は「いかなる形 的構成
フ ォ ー マ リ ズ ム

にも けられるこ

となく、われわれの を り上げる の の を形成しているのだ」（p. 61）。つ

まり、 の熟達は形 的構成の けによるのではないというのが 認識なのである10,11。 
 

に 
以上、 では、質的判断を 心 理とするサドラーの所論の にある認識や考え方がど

のようなものかを明らかにし、氏の評価方法論に関する主張がどのような評価の 理的理 に

えられているのかを浮き彫りにした。 に、 での 論を改めて総括しよう。 

まず、氏のアプローチはルーブリックと何が なるのだ うか12。 者の共通点は、(1)質的

判断に基づく学習評価を目 す点、(2)間主観性を担保する為に評価基準の外化を める点であ

る。他方、 点は、スタンダードの外化形 が なることである。明文化された価 ・規

体 を表現するルーブリックに対して、 に内 する価 ・規 体 をより重視するのが氏

の立場である13。また、共通 的なクライテリアに 点化する 向が るルーブリックに対

して、それ れ なる重要なクライテリアに個 に 点化するのが氏の立場である。 

のとこ 、な サドラーはルーブリックを 定するのか14。氏は、質的判断においてデ

アル評価ア ンダが となると考えていた。これは、質的判断の なメカニズムを い

らす 為とも言える。その核心は (1) 分的な 点化と 体的な質の を 機 に り

えること（近 と の自由自 な り え）、(2)どの 分や （クライテリア）に 点

化する きかを 的に することである。この は、クライテリアや質といった評価

の 淵な と、それらを 用する規 体 の （ を ）を有することで可能になる。 

ルーブリックは、あくまで 的で共通的な 分を明文化するものである為、その背 にあ

る背景的 識は されてしまう。よって、ルーブリックは質的判断の さを に表現す

るものではない。力 ある評価者は、 淵な評価熟達 とそれらの な 用規 を ってい

ることで、時にルーブリックの を りながら、ルーブリックには されていない背 の

意図も まえ、ルーブリックを い らすことができる。ただ、そうでない者がルーブリック

によって評価熟達 を形成すること（質的判断の の 質を こと）はできず、場合によ

っては、 対的な規 に えるルーブリックを にすることで、それが ともなるのである。 

総括すれ 、氏の主張の は、質的判断という な みを るために、明文化された価

・規 体 を 用する の形成ではなく、 の に内 する価 ・規 体 をある種

的に み取り、評価熟達 を形成する 要があるということである。このように評価熟達

を有する者は、定 的な課題を に 理できるのみならず、 規の課題（ 成クライテリア）

への 機 な対 もできる。理想的なルーブリックとは、このような熟達 を の形 で外

化、表現するものと言えよう。よって、熟達した質的判断の をすでに える評価者が、（

ではなく） 考とする 組みとしては一定有用に機能しうる。また、ルーブリックが

な評価 の表現だとしても、 から入り に を きほぐし しアンラーンするというアプロ

ーチも 定できない。ただ、このような評価熟達 が、ルーブリックそれ自体によって に

ある」（p.53）。近 としての 目が 体化される（ 的に される）ことで、 意識的

に（ の導きで）それらが され、 としての 点的 が可能となるのである。 

この ランニーの 論を まえて、氏の所論を と何が えてくるか。氏は、質を認識す

る 為をこの ランニーの 組みで理 している。クライテリア（ 分的な質）は、 的

する 目であり、 としての 点的 は、ある評価対 の質 体なのである。氏

は、質的判断においてクライテリアを 体化した と化す（ 的に する）ことで、質

という包括的 体を認識できると考える。なお、 に言え クライテリアというのは で

あってそれを ることはできず、あるクライテリアにおける質（ 分的な質）を する。 

 さて、 体的な質に対する視点とある 定のクライテリアの質に対する 所的な視点を り

えながら質を 定める が重要になる であるが、この際 ていることは近 と

との動的な 化である。つまり、あるクライテリアにおける 分的な質への 点化は、近

として されていたものを として する 為である（ もありうる）。様 な の

質を えようとする 為、すなわち、近 と の自 にシフトできることがデ アル評

価ア ンダの と言える。この際、どのクライテリアに 点を合わせるかということにおい

て、 が重要な きをする（ 点化す きクライテリアは対 ごとに なる8）。こうした

は かな 的クライテリアの を つことで可能となる。なお、近 が透明化する

のは、あくまで との関 においてである。 え 、 体に 点を向けることもある

や 体に 点を向けることもでき、何が近 ・ となるかは状況によって定まる。 
 

 

 以上の鑑識眼の を、氏はどう形成できると考えるのか。氏が鑑識眼の洗練とキ リブ

ーシ ンの過程で強調することは、言語表現や 示 きで えることではなく、 体的な

を実際に するという を重 ることである。氏の所論ではその を意図的・体 的に

組 することが目 されている。 を共有することで、言語表現が明 なものとなり、また、

言 にならない の 識も 達されうるのである。氏は評価者の質的判断を外化されたスタ

ンダード（ある種の 準 ）による なキ リブ ートを めるが（間主観性の 立）、その

過程ではルーブリック（あるスタンダードの一 的 の ）ではなく、あるスタンダード

の （それ れに論拠 明が付 ）という外化形 を用いることを主張している9。ま

た、学習者が評価 キスパティーズ 評価熟達 （evaluative expertise）を く過程では、フィ

ードバックやフィードフォワード「 えること（as telling）」でなく、熟達者の導きの で わ

れる な評価 に するという、ある種 制的で 的な過程を重視している。 

このような氏の立場は ランニーと を一にする。 ランニーはこう する。「 に規定

する（ する、 定する、specify）ことのできない は、 示 きで 達することは 可

能だ――その 示 きが しないのだから。それはただ師 から への 示としてのみ

えることができる」（ ランニー, 1985, p. 49）。「鑑識眼は、 能と く、ただ 示―― 示

きではなく――によってのみ 達可能である」（p.51）、「師 を 、その 示を にしてその

力を することによって は 意識に の規 を――師 自 にも明示的には られて

いないものも めて―― り すのだ」（p.50）。氏は、質的判断を洗練、キ リブ ートする装
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共有化できるものではないことは に ておく 要がある。評価熟達 からルーブリックを

り すことができても、ルーブリックから評価熟達 を り すことはできないのである。 
 

 
1 では、ルーブリックを学習評価における 点装置、教師の質的判断を統制する装置として理 する。 
2 質的判断が洗練されているかと、間主観的かは の 題である。 え 、 ンクールの らは、 自が

つ 的 性に基づいて主観的に評価を う（個 の の判断が間主観化されている ではない）。 に、

ごとに きく判断が なる場合も うるが、多様な 性や価 を つ多くの らを とし

て構成することで、 性を担保する。よって、 ンクールの場合、 が したかが重要な意味を ち、

状に の総 が 名する。他方、フィ アス ートや語学 の評価では、評価者の判断が にキ

リブ ート（間主観化）されており、個 の判断が 一 する。そして、 が評価したかは われない。 
3 Personal Communication（21st Feb. 2019 at University of Queensland）に基づく。所 機関による web サイトも 照。

URL: https://itali.uq.edu.au/profile/791/royce-sadler（retrieved 7th Nov. 2021） 
4 氏は、人の質的判断が有する 題点を 批判に 上げしているわけではない。氏は 1981 年の論文にて、質的判断

におけるバイアスや ラーなど、し し陥りがちな 題を に している（Sadler, 1981a）。 
5 スタンダードの外的表現の形態については、1980 年代と 2010 年代で氏の主張が なっていることに留意する

要がある。石田は「スタンダード （あるスタンダード・ ルの一 的 の ）とそれを する

という形 だったものが、あるスタンダード・ ルの （論拠 明が付 ）という形 に改めら

れた。つまり、言語表現と 体 の 者を 的に用いることでスタンダードを外化するという点は通 するが、

そのどちらが 定的にスタンダードを定めるのかという点が なるのである」と している（石田, 2021a, p.23）。 
6 2000 年代以降、氏はクライテリアの 定をより明 に 定する（Sadler, 2009a）。一 、1980 年代のこうした

主張と があると われるかもしれない。ただ、2000 年以降、氏は課題明 （task specification）という を

論に導入する。氏はこれについて「 論では、一 課題明 が定められると、学習者に期待される ス ンス

構成の パラメータが 定されると想定している」（Sadler, 2010, p.537）と 明する。要は、課題明 が質を判

断する上での評価の 組みを規定するのである。80 年代は、 理的価 など、かなり な をもクライテリ

アとして想定するが、2000年以降はクライテリアの が 照 としての価 に 定されているようである。 
7 この論点は、 的クライテリアの 使の 性に関する 論とも通 する。1980 年代は、 成クライテリアの

現など、 の評価 組みで な評価が えない場合、つまり「ルーブリックの れ」が明らかとなった時

に、評価者が 的なクライテリアを ち すことは、 な 為であると主張していた。ただし 2000 年代以降

は、ルーブリックという 点装置の 性が まっている背景もあり「それを認めることは、 定されたクライ

テリアだけが使用されるという教師と学 間の 的 に する（Sadler, 2009b, p.54）」と する。いずれ

にせよ、氏は、 的クライテリアを ち すことが、 な質的判断を う上で 可 だと理 している。 
8「 」と評価された があるとする。質の程 は、どれも「 」と判断される だが、個 の への評

価判断は、個 に なる論拠（クライテリア）への 照に る。 意したいことは、「 」と評価される

に共通に 現するクライテリアと、個 の の評価で も重要なクライテリアは なるということである。 
9 一 的に、ルーブリック等におけるスタンダード では、その 性上、ある ルの を共通に づける

クライテリア（共通 ）に 点が向けられるが、共通に 現するクライテリアが、 ずしも の評価判断に

おいて も重要なクライテリアではない。よって、このことは も 目す きクライテリアへの意識を させ

る。これに対して、論拠 明の では、それ れの を評価するのに も さわしいクライテリアが用いら

れるため、その の質を判断する際にどのようなクライテリアに 点が向けられる きか明 に定まる。 
10 氏が近年提 しているスタンダードの外的表現の形態は「あるスタンダード・ ルの （論拠 明が

付 ）」である。このような氏の主張は、 ランニーの以 の とも を一にしている。「それは、習 法（common 
low）の実際に られるが、これは に理性を かせた 統的 動の も重要な体 である。習 法は判 に基

づいている。今 の を判定するに たって法 は、 種の を判定した他の法 の 示に う。な なら、

そうした 動に法の が体現されているのを るからである。この は、あら る 統主 の 理―すなわ

ち、実際的 智は、 動の規 によりも 動によりよく体現されているという 理―を認 しているのだ」（p.50）。 
11 この論点について、ここで言語習 に えて 明したい。言語を ることは、 的 キスパティーズである。

は、 語の習 を形 的構成（体 的な文法 識）の けに らずに う。文法を体 的に 明できなくて

も、ある言語表現がおかしいかおかしくないか はわかり、流 に言語を る。 体が 的に実 の に内

する規 を っているのである。他方、形 的構成としての文法を て る ン ータは、言語を自 に

ることができないのである。ただし、形 的構成の けによって言語を習 する人 もいる。 え 、研究者の

多くは、外国語として 語を に 用する。ただ、 な語 ・文法の 用は、言語が自 で流 であること

と一 しない。 が重要な きをする キスパティーズは、ここでの自 さや流 さに関 する。ここでの

重要な いは、形 的構成を学 ことは 要なのかということである。というのも、先の研究者の にように、

形 体 の の は、それが な流 さを導かないとしても 分な ニ ーシ ンを可能とする。究

的な キスパティーズは形 的構成を 要としないが、形 的構成が重要な けとなる場合も多い。 
12 主観的評価（認定評価）とサドラーのアプローチの いは何か。 者では、 個人に内 する価 規 に準拠し
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て評価が われる。他方、 者では に内 する価 規 に準拠して評価が われる。また、 者では

評価基準が外的に形成される。外化されたスタンダード規 によって、評価者は にキ リブ ートされる。 
13 この点は、成文法と 成文法の いと している。ルーブリックは明文化された価 ・規 体 を表現し、こ

れによって 評価者の質的判断がキ リブ ートされる。他方、氏の方法では、論拠 明が付された に内

する価 ・規 体 によって、 評価者の質的判断がキ リブ ートされる。いずれにおいても、質的判断は外

化された規 に準拠しなけれ ならない。ルーブリックの 定は、質的判断の間主観性を にする ではない。 
ルーブリックの場合、 く ルーブリックが、 え 学 、 学 でも 様に用いることができるという

ことが多く（ められる水準は きく なるのにも関わらず）、このことは、ルーブリックが評価のクライテリア

は 定しても、スタンダード（ められる質の水準）は明 に 定 ていないこと示 している。他方、 体的

は、クライテリアをルーブリックほどに には 定しないが（ し これが重要でもある）、評価対

と定 との を可能にする為に、スタンダードをより明 に 定できる可能性がある。サドラーは、ある

評価対 が、 められる質（スタンダード）を たすか かに の関心を っており、この立場が上 したアプ

ローチに 実する。要は、クライテリアは自由に、 たす き質（スタンダード）は にということであ う。 
14 これには、ルーブリックの導入が進 で、 な 点 ・装置（明文化されていることが てという

）としてルーブリックが えられており、 なルーブリックの 用が しいという背景もある。 
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共有化できるものではないことは に ておく 要がある。評価熟達 からルーブリックを

り すことができても、ルーブリックから評価熟達 を り すことはできないのである。 
 

 
1 では、ルーブリックを学習評価における 点装置、教師の質的判断を統制する装置として理 する。 
2 質的判断が洗練されているかと、間主観的かは の 題である。 え 、 ンクールの らは、 自が

つ 的 性に基づいて主観的に評価を う（個 の の判断が間主観化されている ではない）。 に、

ごとに きく判断が なる場合も うるが、多様な 性や価 を つ多くの らを とし

て構成することで、 性を担保する。よって、 ンクールの場合、 が したかが重要な意味を ち、

状に の総 が 名する。他方、フィ アス ートや語学 の評価では、評価者の判断が にキ

リブ ート（間主観化）されており、個 の判断が 一 する。そして、 が評価したかは われない。 
3 Personal Communication（21st Feb. 2019 at University of Queensland）に基づく。所 機関による web サイトも 照。

URL: https://itali.uq.edu.au/profile/791/royce-sadler（retrieved 7th Nov. 2021） 
4 氏は、人の質的判断が有する 題点を 批判に 上げしているわけではない。氏は 1981 年の論文にて、質的判断

におけるバイアスや ラーなど、し し陥りがちな 題を に している（Sadler, 1981a）。 
5 スタンダードの外的表現の形態については、1980 年代と 2010 年代で氏の主張が なっていることに留意する

要がある。石田は「スタンダード （あるスタンダード・ ルの一 的 の ）とそれを する

という形 だったものが、あるスタンダード・ ルの （論拠 明が付 ）という形 に改めら

れた。つまり、言語表現と 体 の 者を 的に用いることでスタンダードを外化するという点は通 するが、

そのどちらが 定的にスタンダードを定めるのかという点が なるのである」と している（石田, 2021a, p.23）。 
6 2000 年代以降、氏はクライテリアの 定をより明 に 定する（Sadler, 2009a）。一 、1980 年代のこうした

主張と があると われるかもしれない。ただ、2000 年以降、氏は課題明 （task specification）という を

論に導入する。氏はこれについて「 論では、一 課題明 が定められると、学習者に期待される ス ンス

構成の パラメータが 定されると想定している」（Sadler, 2010, p.537）と 明する。要は、課題明 が質を判

断する上での評価の 組みを規定するのである。80 年代は、 理的価 など、かなり な をもクライテリ

アとして想定するが、2000年以降はクライテリアの が 照 としての価 に 定されているようである。 
7 この論点は、 的クライテリアの 使の 性に関する 論とも通 する。1980 年代は、 成クライテリアの

現など、 の評価 組みで な評価が えない場合、つまり「ルーブリックの れ」が明らかとなった時

に、評価者が 的なクライテリアを ち すことは、 な 為であると主張していた。ただし 2000 年代以降

は、ルーブリックという 点装置の 性が まっている背景もあり「それを認めることは、 定されたクライ

テリアだけが使用されるという教師と学 間の 的 に する（Sadler, 2009b, p.54）」と する。いずれ

にせよ、氏は、 的クライテリアを ち すことが、 な質的判断を う上で 可 だと理 している。 
8「 」と評価された があるとする。質の程 は、どれも「 」と判断される だが、個 の への評

価判断は、個 に なる論拠（クライテリア）への 照に る。 意したいことは、「 」と評価される

に共通に 現するクライテリアと、個 の の評価で も重要なクライテリアは なるということである。 
9 一 的に、ルーブリック等におけるスタンダード では、その 性上、ある ルの を共通に づける

クライテリア（共通 ）に 点が向けられるが、共通に 現するクライテリアが、 ずしも の評価判断に

おいて も重要なクライテリアではない。よって、このことは も 目す きクライテリアへの意識を させ

る。これに対して、論拠 明の では、それ れの を評価するのに も さわしいクライテリアが用いら

れるため、その の質を判断する際にどのようなクライテリアに 点が向けられる きか明 に定まる。 
10 氏が近年提 しているスタンダードの外的表現の形態は「あるスタンダード・ ルの （論拠 明が

付 ）」である。このような氏の主張は、 ランニーの以 の とも を一にしている。「それは、習 法（common 
low）の実際に られるが、これは に理性を かせた 統的 動の も重要な体 である。習 法は判 に基

づいている。今 の を判定するに たって法 は、 種の を判定した他の法 の 示に う。な なら、

そうした 動に法の が体現されているのを るからである。この は、あら る 統主 の 理―すなわ

ち、実際的 智は、 動の規 によりも 動によりよく体現されているという 理―を認 しているのだ」（p.50）。 
11 この論点について、ここで言語習 に えて 明したい。言語を ることは、 的 キスパティーズである。

は、 語の習 を形 的構成（体 的な文法 識）の けに らずに う。文法を体 的に 明できなくて

も、ある言語表現がおかしいかおかしくないか はわかり、流 に言語を る。 体が 的に実 の に内

する規 を っているのである。他方、形 的構成としての文法を て る ン ータは、言語を自 に

ることができないのである。ただし、形 的構成の けによって言語を習 する人 もいる。 え 、研究者の

多くは、外国語として 語を に 用する。ただ、 な語 ・文法の 用は、言語が自 で流 であること

と一 しない。 が重要な きをする キスパティーズは、ここでの自 さや流 さに関 する。ここでの

重要な いは、形 的構成を学 ことは 要なのかということである。というのも、先の研究者の にように、

形 体 の の は、それが な流 さを導かないとしても 分な ニ ーシ ンを可能とする。究

的な キスパティーズは形 的構成を 要としないが、形 的構成が重要な けとなる場合も多い。 
12 主観的評価（認定評価）とサドラーのアプローチの いは何か。 者では、 個人に内 する価 規 に準拠し
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ロロイイスス・・ササドドララーーにによよるる鑑鑑識識眼眼アアププロローーチチのの認認識識論論 
――熟達した質的判断による学習評価のメカニズム―― 

石田 智敬 

は、熟達した質的判断（鑑識眼）を 心 理とするサドラーの所論の にある認識や

考え方がどのようなものか明らかにし、氏の評価方法論に関する主張がどのような評価の 理

的理 に えられているのかを浮き彫りにすることを目的とする。氏は、 な質的判断のメ

カニズムを、 成 理、 構 、メタクライテリアの 使、シ ープとフ ーなクライテ

リア、クライテリアの 化と 化という 的な 装置で 明する。このような 装

置で される氏の評価論の は、 ランニーの認識論（ の理論）と重 合わせてみ

ることで明 に現れる。氏の所論の基 には、質的判断という な みを るために、明文

化された価 ・規 体 を 用する の形成ではなく、 の に内 する価 ・規 体

を、ある種 的に み取ることで、評価熟達 を形成する 要があるという認識がある。 

 

 

The Epistemology of Royce Sadler’s “Connoisseurship Approach”:  
The Principles of Qualitative Judgement 

ISHIDA Tomohiro 

This article clarifies the basic ideas and epistemology underlying Royce Sadler’s concept of 

connoisseurship, which is a highly developed form of competence in qualitative judgement. It first 

identifies a series of his unique conceptual devices to describe the mechanism of complex qualitative 

judgment; namely, the emergent principle, hierarchical structure, exercise of meta-criteria, sharp/fuzzy 

criteria, and latent/manifest criteria. Then, it illuminates the central features of Sadler’s scholarship, 

exemplified through such conceptual devices, by drawing on Michael Polanyi’s epistemology (the 

structure of tacit knowledge). What emerges through this exploration is Sadler’s key proposition that to 

be a proficient commander of complex qualitative judgement requires us to tacitly grasp the value and 

rule systems inherent in a given case, rather than adopting an explicit description of the value and rule 

systems. 
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